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審決取消訴訟の判決に関するお知らせ 

 

当社は、当社オーガニックコスメブランド「Agronatura」の商標に関して、アグロナチュラ ソシエタ コ

ーペラティーヴァ アグリコーラ（以後「本農業組合」という）との間で商標審決取消訴訟を行っておりま

したが、本日、知的財産高等裁判所において下記のとおり当社全面勝訴の判決が言い渡されましたのでお知

らせいたします。 

 

記 

１. 判決のあった裁判所および年月日 

知的財産高等裁判所 平成 23年１月 31日 

 

２. これまでの経緯 

平成 21年５月 27日付で開示いたしました「登録商標の取消審判の審決に関するお知らせ」のとおり、

当社が日本で取得している商標「Agronatura」について、イタリアにて同様の商標を取得している本農

業組合が、当社が本農業組合の販売代理店であることなどを理由に特許庁に対して商標の取消審判の申

し立てを行いました。「Agronatura」商品は当社が企画したオリジナル商品であり、当社が本農業組合

の代理店であるという主張は的外れである旨の審判事件答弁書を主張いたしましたが、特許庁において、

「登録商標の指定商品の一部において登録を取り消す」旨の審決を受けておりました。 

当社は、当該審決を不服として、本農業組合を被告として、知的財産高等裁判所に対して、提起して

いたものであります。また、当該審決のうち、当社商標権が認められた部分に対して不服として、本農

業組合が、当社を被告として提起していたものであります。 

 

３. 判決の概要 

本日の判決の内容は、特許庁の審決のうち、「当社の登録を取り消す」とされた部分を取り消し、本

農業組合の請求を棄却するという、当社の主張が全面的に認められる判決でありました。 

 

４．今後の見通し  

   本判決につきましては、現時点では本農業組合が上告する可能性があります。また、本判決により当

社の業績に与える影響は軽微であります。 

 

以上 


